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関係資料 

 

大崎駅東口第４地区における再開発の動きについて 

 

大崎駅周辺は平成１４年に都市再生緊急整備地域に位置付けられ、東京のものづくり産

業を先導する拠点づくりや地域の魅力向上を目的としてまちづくりが進められている。 

 また、大崎駅東口第４地区では２つの市街地再開発準備組合が設立し、令和５年７月に

「大崎駅東口第 4 地区まちづくりガイドライン（改定版）」が策定され、現在、再開発事

業等のまちづくりの検討が進められている。 

 

【地区の状況】 

・大崎駅東口第４地区まちづくりガイドライン 

 令和元年１１月 策定  

令和５年 7 月 改定 

・大崎駅東口第 4 東地区 

 平成２７年９月 市街地再開発準備組合設立 

・大崎駅東口第 4 西地区 

 令和元年１０月 市街地再開発準備組合設立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 設 委 員 会 資 料 

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日 

都市環境部都市開発課 
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